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所管課名 保健・疾病対策課 整理番号 4-1

処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

精神障害者保健福祉手帳の返還命令

精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律第45条の２

精神障害者保健福祉手帳の返還

未設定（法令の規定において言い尽くされているため）

【参考】

・精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律第45条の２
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第２項の政令で定める精神障害の
状態がなくなったときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなけれ
ばならない。
３　都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者について、前条第２項
の政令で定める状態がなくなったと認めるときは、その者に対し精神障害者保健福祉手帳
の返還を命ずることができる。
４　都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとす
るときは、あらかじめその指定する指定医をして診察させなければならない。
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